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〔
商
法
四
五
六
〕

有
限
会
社
に
お
い
て
、
持
分
譲
渡
に
伴
わ
ず
に
生
じ
た

「
失
念
持
分
」
の
帰
属
先

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
閉
鎖
会
社
で
あ
る
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
増
資
の
際
、
名
義
上

の
社
員
が
割
当
を
受
け
て
会
社
か
ら
持
分
を
付
与
さ
れ
た
場
合
、
不

当
利
得
の
法
理
を
適
用
し
、
実
質
的
な
社
員
は
、
名
義
上
の
社
員
に

対
し
、
名
義
上
の
社
員
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
増
資
分
の
出
資
金
を

支
払
う
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
名
義
上
の
社
員
に
付
与
さ
れ
た
持
分

そ
れ
自
体
の
取
得
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る

〔
参
照
条
文
〕

　
有
限
会
社
法
五
一
条
、
民
法
七
〇
三
条

〔
事
　
実
〕

　
Y
有
限
会
社
に
お
け
る
設
立
（
昭
和
四
四
年
二
月
四
日
）
当
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
員
名
簿
上
の
社
員
と
出
資
口
数
は
、
A
が
四
〇
〇
口
、
Y
（
A
の

妻
）
が
四
〇
〇
口
、
ぬ
が
五
〇
〇
口
、
L
が
五
〇
〇
口
、
L
が
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O
口
、
Y
が
一
〇
〇
口
で
あ
っ
た
（
Y
～
Y
は
A
の
子
）
。
ま
た
、

出
資
一
口
の
金
額
は
一
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
（
以
上
の
出
資
口
数
関

係
を
＠
と
す
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
A
が
死
亡
し
た
平
成
二
年
一
月
一
五
日
以
降
、
A
を
相
続
し
た
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
Y
と
本
件
原
告
X
と
の
間
で
Y
会
社
の
持
分
に
つ
い
て
争
い
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
東
京
高
判
平
成
二
二
年
四
月
二
六
日
（
平
成

二
一
年
（
ネ
）
五
四
二
三
号
）
は
、
X
と
A
が
と
も
に
一
〇
〇
万
円

（
出
資
口
数
一
〇
〇
〇
口
に
相
当
）
ず
つ
出
資
し
て
Y
会
社
を
設
立

し
た
の
で
、
上
記
社
員
名
簿
の
持
分
（
③
）
の
う
ち
二
分
の
一
に
あ

63

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
地
判
平
成
一
五
年
五
月
二
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
四
（
ワ
）
七
七
号
、
一
二
三
八
号
出
資
口
数
確
認
請
求
事
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
分
引
渡
請
求
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
・
商
事
判
例
一
二
一
五
号
五
二
頁

出
資
金
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た
る
持
分
が
実
質
的
に
X
に
帰
属
す
る
と
し
、
上
記
各
名
義
人
の
持

分
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
（
合
計
一
〇
〇
〇
口
）
が
X
に
帰
属

す
る
旨
を
確
認
し
た
（
同
年
九
月
四
日
確
定
）
。
そ
し
て
右
判
決
後
、

Y
会
社
は
一
〇
〇
〇
口
の
出
資
口
数
を
有
す
る
社
員
と
し
て
X
を
社

員
名
簿
に
登
録
し
た
。

　
一
方
、
Y
会
社
は
、
平
成
八
年
三
月
二
一
日
、
出
資
口
数
一
口
あ

た
り
O
・
五
口
の
割
合
で
増
資
し
た
が
（
本
件
増
資
）
、
こ
の
増
資

の
手
続
に
つ
き
、
Y
会
社
は
X
に
対
し
て
通
知
等
を
一
切
な
さ
な
か

っ
た
。
本
件
増
資
の
結
果
、
Y
会
社
の
出
資
総
口
数
は
三
〇
〇
〇
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
な
り
（
出
資
金
全
額
〔
一
〇
〇
万
円
〕
が
Y
～
Y
に
よ
り
払
い
込

ま
れ
て
い
る
）
、
本
件
口
頭
弁
論
終
結
時
に
お
け
る
Y
会
社
社
員
名

簿
上
の
出
資
口
数
は
次
の
と
お
り
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
A
（
相

　
　
　
　
ワ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

続
人
代
表
Y
）
が
四
〇
〇
口
、
Y
が
四
〇
〇
口
、
Y
が
五
〇
〇
口
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

Y
が
五
〇
〇
口
、
Y
が
一
〇
〇
口
、
Y
が
一
〇
〇
口
、
X
が
一
〇
〇

〇
口
（
以
上
の
出
資
口
数
関
係
を
⑤
と
す
る
）
。
こ
の
よ
う
な
出
資

口
数
関
係
は
、
上
記
＠
を
基
礎
に
し
て
、
本
件
増
資
に
よ
る
出
資
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
を
計
算
し
（
A
お
よ
び
Y
～
Y
の
各
出
資
口
数
が
五
割
増
し
に
な

る
）
、
そ
の
上
で
、
一
〇
〇
〇
口
分
を
X
の
持
分
と
し
て
、
A
お
よ

　
の
　
　
　
　
　
　
　

び
Y
～
Y
の
各
持
分
か
ら
差
し
引
い
た
結
果
で
あ
る
。

　
X
は
、
平
成
二
二
年
七
月
一
七
日
、
本
件
増
資
に
よ
る
自
己
の
増

加
出
資
口
数
五
〇
〇
口
分
の
出
資
金
五
〇
万
円
を
Y
会
社
に
送
金
し

（
Y
会
社
は
こ
れ
を
供
託
し
た
）
、
さ
ら
に
、
平
成
一
四
年
】
二
月
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
、
Y
ら
の
た
め
に
、
本
件
増
資
に
よ
る

出
資
額
の
二
分
の
一
に
あ
た
る
合
計
五
〇
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
供
託
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
。
X
の
主
張
す
る
持
分
関
係
は
、
A
（
相
続
人
代
表
Y
）
が
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

○
口
、
Y
が
三
〇
〇
口
、
Y
が
三
七
五
口
、
Y
が
三
七
五
口
、
Y
が

七
五
口
、
協
が
七
五
口
、
X
が
一
五
〇
〇
口
（
以
上
の
出
資
口
数
関

係
を
◎
と
す
る
）
。
こ
れ
は
、
④
の
出
資
口
数
関
係
に
つ
き
各
人
の

持
分
を
半
分
に
し
、
減
じ
た
分
（
一
〇
〇
〇
口
）
が
X
の
持
分
だ
と

し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
分
を
本
件
増
資
に
よ
り
一
・
五
倍
し
た

関
係
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
実
関
係
を
前
提
に
し
て
、
X
が
Y
会
社
（
代
表
取
締
役

　Y
）
に
対
し
て
、
社
員
名
簿
の
記
載
⑤
を
◎
の
よ
う
に
書
き
換
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
を
求
め
た
の
が
本
件
甲
事
件
。
そ
し
て
、
X
が
Y
～
Y
に
対
し

て
、
⑤
で
は
な
く
◎
の
出
資
口
数
関
係
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め

た
の
が
本
件
乙
事
件
で
あ
る
。

〔
判
　
旨
〕

「
本
件
増
資
の
際
に
、
X
が
実
質
的
権
利
を
有
し
て
い
た
合
計
一
〇

〇
〇
口
の
持
分
に
対
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
出
資
引
受
権
は
、
実
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

的
権
利
者
で
あ
る
X
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Y
ら
が
、
社

　
　
　
　
　
　
　

員
名
簿
に
従
い
Y
ら
に
形
式
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
出
資
引
受
権
を

64
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行
使
し
て
、
本
件
増
資
に
よ
る
増
資
分
合
計
五
〇
〇
口
の
持
分
を
取

得
し
た
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
何
ら
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
、

X
に
帰
属
す
べ
き
財
産
権
を
取
得
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
そ
し
て
、
閉
鎖
会
社
で
あ
る
有
限
会
社
に
お
い
て
は
、
社
員
に
と

っ
て
、
通
常
、
外
部
者
を
排
除
し
て
社
員
相
互
の
信
頼
を
維
持
し
、

か
つ
、
既
存
の
持
分
比
率
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
権
利
で
あ

る
か
ら
（
有
限
会
社
法
五
一
条
参
照
。
）
、
増
資
の
際
、
名
義
上
の
社

員
が
、
出
資
引
受
権
の
割
当
て
を
受
け
、
払
込
を
し
、
会
社
か
ら
持

分
の
付
与
を
受
け
た
場
合
、
実
質
的
な
社
員
と
名
義
上
の
社
員
と
の

間
の
実
質
的
な
公
平
を
図
る
た
め
に
不
当
利
得
の
法
理
を
適
用
し
、

実
質
的
な
社
員
は
、
名
義
上
の
社
員
に
対
し
、
名
義
上
の
社
員
に
よ

り
払
い
込
ま
れ
た
増
資
分
の
出
資
金
を
支
払
う
こ
と
と
引
き
換
え
に
、

名
義
上
の
社
員
に
付
与
さ
れ
た
持
分
そ
れ
自
体
の
取
得
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

〔
研
　
究
〕

一
　
本
件
は
い
わ
ゆ
る
失
念
株
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
の
有
限
会
社

版
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
典
型
的
な
失
念
株
問
題
は
、

株
式
譲
渡
に
伴
っ
て
生
じ
る
が
、
本
件
で
は
社
員
権
譲
渡
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
ま
ず
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
Y
有
限
会
社
の
設
立
当
初
の
社
員
名
簿
に
は
、
〔
事
実
〕
欄
記
載

の
＠
の
よ
う
な
出
資
口
数
関
係
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、

実
質
的
な
出
資
口
数
関
係
は
、
X
と
A
が
一
〇
〇
〇
口
ず
つ
所
有
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
た
の
で
あ
り
、
Y
～
Y
は
実
際
に
は
社
員
で
は
な
か
っ
た
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
り
、
Y
～
Y
の
名
義
は
借
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
A
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　

び
Y
～
Y
の
名
義
は
X
と
A
を
表
示
す
る
名
称
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
借
用
が
な
さ
れ
て
い
た
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い

が
、
X
と
A
が
一
〇
〇
万
円
ず
つ
出
資
し
て
Y
社
を
設
立
し
た
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
　

か
ら
す
る
と
、
A
お
よ
び
Y
～
Y
の
名
義
は
X
と
A
を
表
示
す
る
名

　
　
　
　
　
　
　

称
で
あ
る
と
、
Y
社
も
認
め
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
事
例
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
、
「
本
件
コ
メ
ン
ト
」
金
融
・
商
事
判
例
一

一
二
五
号
〔
二
〇
〇
五
年
〕
五
二
～
五
三
頁
に
よ
る
と
、
東
京
高
判

平
成
一
三
年
四
月
二
六
日
は
次
の
よ
う
に
認
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
公
認
会
計
士
の
助
言
も
あ
っ
て
、
税
法
上
有
利
に

な
る
よ
う
に
出
資
者
と
し
て
X
の
代
わ
り
に
A
の
家
族
の
氏
名
を
借

用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
X
は
A
の
内
縁
の
妻
と
し
て
、
病

弱
で
社
交
が
苦
手
な
A
を
補
い
A
の
看
病
を
し
な
が
ら
、
各
種
事
業

に
お
い
て
多
く
の
分
野
を
担
当
し
主
導
的
に
事
業
を
推
進
し
て
い

た
）
。

　
有
限
会
社
の
社
員
に
は
出
資
引
受
権
が
認
め
ら
れ
（
有
限
会
社
法

五
一
条
本
文
）
、
本
件
増
資
当
時
の
社
員
名
簿
（
前
記
出
資
口
数
関

65
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係
③
）
に
基
づ
き
増
資
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
増
資
決
議
〔
有

限
会
社
法
四
七
～
四
九
条
・
六
条
一
項
三
号
〕
の
た
め
に
社
員
総
会

が
開
催
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
）
。
確
か
に
、
会
社
と
の
関
係
は
社

員
名
簿
に
基
づ
い
て
権
利
関
係
が
処
理
さ
れ
る
（
有
限
会
社
法
二
〇

条
一
項
）
。
し
か
し
本
件
で
は
、
出
資
一
〇
〇
〇
口
分
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
A
お
よ
び
Y
～
Y
」
こ
と
「
X
」
で
あ
る
と
Y
社
も
認
識
し
て
い

た
と
判
断
さ
れ
る
（
借
用
名
義
登
録
時
点
で
会
社
が
認
め
て
い
た
以

上
、
そ
の
後
の
〔
代
表
〕
取
締
役
の
交
代
に
よ
っ
て
も
、
借
用
名
義

が
X
を
表
示
す
る
旨
を
X
が
主
張
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
〔
証
明
の
問
題
は
別
個
に
生
じ
る
〕
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
増

資
当
時
の
Y
社
総
出
資
口
数
二
〇
〇
〇
口
の
う
ち
、
一
〇
〇
〇
口
に

つ
い
て
は
、
Y
社
は
X
を
社
員
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
山
本
爲
三
郎
「
株
主
名
簿
制
度
効
力
論
」
法
学
研
究
七
〇
巻
二
一

号
〔
一
九
九
七
年
〕
二
三
〇
～
二
三
三
頁
参
照
）
Q

　
こ
の
点
、
A
が
死
亡
し
た
平
成
二
年
一
月
一
五
日
以
降
、
本
件
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
当
時
に
お
い
て
も
、
A
を
相
続
し
た
Y
～
Y
と
X
と
の
間
で
Y
社

の
持
分
の
帰
属
先
が
争
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
東
京
高
判
平
成
一

三
年
四
月
二
六
日
（
同
年
九
月
四
日
確
定
）
に
よ
り
、
Y
社
総
出
資

口
数
二
〇
〇
〇
口
の
う
ち
（
本
件
増
資
に
つ
い
て
は
主
張
が
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
）
、
一
〇
〇
〇
口
に
つ
い
て
は
X
に
帰
属
す
る
旨
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

X
と
Y
～
Y
聞
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
な
当
事
者
間
で
、
持

分
紛
争
は
】
応
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
Y
社
と
X
と
の
関

係
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
社
員
名
簿
登
録
名
義
に
関
す
る
X
の
主

張
・
証
明
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

　
X
の
社
員
権
を
無
視
し
た
本
件
増
資
手
続
に
蝦
疵
は
あ
る
が
（
増

資
決
議
す
ら
不
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
事
例
で
あ
ろ
う
）
、
本

件
で
は
こ
の
点
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
X
自
身
が
本
件
増
資
の

無
効
を
主
張
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
増
資
無
効
の
訴
え
の
提
訴
期

間
（
有
限
会
社
法
五
六
条
一
項
）
は
す
で
に
経
過
し
て
い
た
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
し
（
さ
ら
に
、
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
〔
お
そ
ら
く
Y
〕
が
増

資
手
続
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
出
資
も
履
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、

本
件
増
資
が
不
存
在
で
あ
っ
た
と
は
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
）
、
ま
た
、

増
資
自
体
は
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
平
成
二
年

の
有
限
会
社
法
改
正
に
お
い
て
有
限
会
社
の
最
低
資
本
金
が
一
〇
万

円
か
ら
三
〇
〇
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
〔
改
正
九
条
〕
、
引
上

の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
は
平
成
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
で

あ
っ
た
〔
改
正
附
則
一
条
二
八
条
一
項
、
平
成
二
年
政
令
三
五
一

号
〕
。
な
お
、
同
改
正
に
お
い
て
は
出
資
一
口
の
最
低
額
も
一
〇
〇

〇
円
か
ら
五
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
〔
同
年
改
正
一
〇
条
－

平
成
一
三
年
改
正
で
最
低
額
規
制
は
撤
廃
さ
れ
た
〕
、
既
存
会
社
に

つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
〔
改
正
附
則
二
二

条
〕
）
。
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判例研究

　
本
件
訴
訟
に
お
い
て
は
、
結
局
、
本
件
増
資
時
の
持
分
は
、
会
社

と
の
関
係
で
は
出
資
口
数
関
係
＠
の
名
義
ど
お
り
に
取
り
扱
わ
れ

（
社
員
名
簿
の
登
録
名
義
に
形
式
的
に
従
っ
た
こ
の
よ
う
な
会
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
　

取
扱
自
体
に
は
、
X
は
異
を
唱
え
て
い
な
い
）
、
X
と
Y
～
Y
と
の

関
係
で
は
、
総
出
資
口
数
二
〇
〇
〇
口
の
う
ち
一
〇
〇
〇
口
に
つ
い

て
は
X
に
帰
属
す
る
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
＠
の
出
資
口

数
関
係
に
つ
き
各
人
の
持
分
を
半
分
に
し
、
減
じ
た
一
〇
〇
〇
口
が

X
の
持
分
）
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
増
資
に
お
け
る
出
資
引
受
権
の

付
与
に
つ
き
、
A
（
そ
の
相
続
人
）
側
に
の
み
付
与
し
た
会
社
の
取

扱
は
社
員
割
当
と
し
て
有
効
と
さ
れ
、
X
と
A
（
そ
の
相
続
人
）
側

と
の
関
係
で
は
出
資
引
受
権
の
半
数
は
X
に
帰
属
す
べ
き
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
従
来
、
失
念
株
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ

て
き
た
法
構
造
に
類
似
す
る
（
な
お
、
最
判
昭
和
四
三
年
二
一
月
一

二
日
民
集
二
二
巻
二
二
号
二
九
四
三
頁
〔
顧
客
の
委
託
の
趣
旨
に
従

っ
て
自
己
の
名
に
お
い
て
上
場
株
式
を
取
得
し
て
保
管
中
に
破
産
宣

告
を
受
け
た
証
券
会
社
に
対
し
て
、
委
託
者
は
当
該
株
式
に
つ
き
取

戻
権
を
行
使
で
き
る
が
、
さ
ら
に
、
当
該
株
式
に
つ
き
名
義
人
で
あ

っ
た
右
証
券
会
社
が
株
主
割
当
に
よ
り
取
得
し
た
新
株
に
つ
い
て
も

給
付
請
求
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
〕
参
照
）
。

二
　
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
に
お
い
て
株
主
名
簿
上
の
名
義
人

で
あ
る
株
式
譲
渡
人
が
引
き
受
け
て
払
込
を
な
し
た
株
式
に
つ
き
、

あ
る
い
は
、
株
主
名
簿
上
の
名
義
人
で
あ
る
株
式
譲
渡
人
に
無
償
交

付
や
配
当
さ
れ
た
株
式
に
つ
き
（
い
ず
れ
も
平
成
二
年
改
正
前
商
法

の
概
念
）
、
そ
の
株
式
（
失
念
株
）
の
帰
属
が
当
該
名
義
人
と
名
義

書
換
未
了
株
主
で
あ
る
譲
受
人
と
の
間
で
争
わ
れ
た
裁
判
例
は
、
近

年
、
裁
判
例
集
の
中
に
見
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
著

名
な
最
判
昭
和
三
五
年
九
月
一
五
日
民
集
一
四
巻
一
一
号
二
一
四
六

頁
を
は
じ
め
、
上
記
の
よ
う
な
紛
争
事
例
は
、
公
開
会
社
株
式
の
譲

渡
に
伴
っ
て
生
じ
た
失
念
株
が
対
象
と
さ
れ
て
い
た
（
福
島
地
判
昭

和
二
九
年
一
月
二
九
日
下
民
集
五
巻
一
号
八
六
頁
、
東
京
地
判
昭
和

三
七
年
四
月
一
二
日
下
民
集
二
二
巻
四
号
七
二
八
頁
、
山
口
地
判
昭

和
四
二
年
一
二
月
七
日
下
民
集
一
八
巻
一
一
・
一
二
号
一
一
五
三
頁
、

大
阪
地
判
昭
和
四
五
年
二
月
二
六
日
週
刊
金
融
・
商
事
判
例
≡
二
〇

号
二
一
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
二
月
二
三
日
判
例
時
報
六
九
七

号
八
七
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
一
年
七
月
七
日
金
融
・
商
事
判
例
五

〇
四
号
二
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
五
日
金
融
・
商
事

判
例
六
三
六
号
五
五
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
七
月
一
五
日
金

融
・
商
事
判
例
一
二
二
五
号
五
九
頁
）
。

　
近
年
、
上
記
の
よ
う
な
失
念
株
に
関
す
る
裁
判
例
が
少
な
い
の
は
、

上
場
会
社
の
株
式
譲
渡
に
つ
き
株
券
保
管
振
替
機
関
が
実
質
株
主
を

発
行
会
社
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
（
実
質
）
株
主
が
権
利
行
使
す

る
こ
と
に
な
る
制
度
（
し
た
が
っ
て
株
式
譲
受
人
が
名
義
書
換
を
失
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念
す
る
事
態
は
制
度
上
な
い
）
、
つ
ま
り
、
株
券
保
管
振
替
制
度
の

利
用
が
進
展
し
た
の
が
主
た
る
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ー

反
面
、
従
来
の
失
念
株
と
は
利
益
状
況
を
異
に
す
る
機
構
名
義
失
念

株
の
間
題
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
永
井
恒
男
「
株
券
保
管
振
替

制
度
と
株
主
総
会
実
務
」
商
事
法
務
二
二
二
〇
号
2
九
九
三
年
〕

四
六
～
四
七
頁
参
照
）
。

　
公
開
会
社
株
式
に
関
し
て
の
み
問
題
が
顕
現
し
て
き
た
の
は
、
小

規
模
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
失
念
株
が
発
生
し
難
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

事
実
上
、
社
員
（
株
主
）
の
交
替
が
会
社
に
把
握
さ
れ
や
す
い
し
、

制
度
上
も
、
社
員
権
譲
渡
規
制
（
有
限
会
社
法
一
九
条
。
株
式
会
社

に
お
い
て
も
、
小
規
模
閉
鎖
会
社
の
多
く
が
定
款
に
よ
る
株
式
譲
渡

制
限
制
度
〔
商
法
二
〇
四
条
一
項
但
書
〕
を
採
用
し
て
い
る
）
が
設

け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
点
か
ら
見
て
、
本
件
は
特
殊
で
あ
る
。

　
制
度
上
の
小
規
模
閉
鎖
会
社
で
あ
る
有
限
会
社
に
お
い
て
、
本
件

の
よ
う
な
「
失
念
持
分
」
問
題
が
生
じ
た
の
は
、
名
義
借
用
、
持
分

帰
属
紛
争
に
、
最
低
資
本
金
規
制
が
重
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
公
開
株
式
会
社
に
お
け
る
株
式
譲
渡
と
名
義
書
換
の
時
間

差
か
ら
生
じ
る
失
念
株
問
題
と
、
本
件
を
同
視
し
て
よ
い
か
は
慎
重

に
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
の
失
念
株
問
題
で
は
、
新
株

引
受
権
の
価
値
を
含
む
価
格
で
株
式
が
譲
渡
さ
れ
た
か
、
名
義
書
換

未
了
株
主
は
名
義
を
書
き
換
え
な
い
こ
と
で
権
利
（
新
株
引
受
権
）

を
放
棄
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
。
本
件
で
は
、

そ
も
そ
も
社
員
権
譲
渡
は
な
く
、
X
は
Y
社
設
立
当
初
か
ら
の
社
員

で
あ
る
。
X
が
出
資
引
受
権
を
有
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

対
し
て
、
X
の
一
〇
〇
〇
口
分
に
つ
い
て
も
A
・
Y
～
Y
に
出
資
引

受
権
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
当
該
一
〇
〇
〇
口
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

X
で
は
な
く
A
・
Y
～
Y
が
社
員
権
を
有
す
る
こ
と
（
A
・
Y
～
Y

と
X
と
の
関
係
に
お
い
て
、
東
京
高
判
平
成
二
二
年
四
月
二
六
日
で

否
定
さ
れ
て
い
る
）
を
意
味
す
る
ー
も
ち
ろ
ん
社
員
権
本
体
と

（
抽
象
的
）
出
資
引
受
権
と
が
分
属
す
る
構
成
は
採
り
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

A
・
Y
～
Y
は
本
件
増
資
に
対
応
す
る
具
体
的
出
資
引
受
権
を
有
す

る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
て
み
て
も
、
そ
も
そ
も
社
員
名
簿
の
記

載
（
＠
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
Y
社
と
の
関
係
に
お
い
て
も
X
が
一
〇

〇
〇
口
分
の
社
員
で
あ
る
か
ら
、
X
の
一
〇
〇
〇
口
分
に
対
応
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

具
体
的
出
資
引
受
権
を
A
・
Y
～
Y
が
取
得
す
る
根
拠
が
な
い
。
X

は
、
社
員
名
簿
上
の
名
義
に
形
式
的
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
本
件
増
資

に
対
し
て
、
異
を
唱
え
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
出
資
引
受
権

を
放
棄
し
た
と
は
い
え
な
い
。
以
上
を
要
す
る
に
、
X
の
一
〇
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
分
に
つ
い
て
A
・
Y
～
Y
に
出
資
引
受
権
が
帰
属
す
る
こ
と
は
な

い
。
そ
し
て
、
本
件
紛
争
の
本
質
は
、
東
京
高
判
平
成
二
二
年
四
月

二
六
日
と
同
様
に
、
会
社
支
配
に
直
結
す
る
持
分
帰
属
紛
争
で
あ
る
。
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そ
う
だ
と
す
る
と
、
実
際
に
は
総
出
資
口
数
の
半
分
を
有
し
な
が

ら
そ
の
帰
属
が
争
わ
れ
て
い
る
最
中
に
、
最
低
資
本
金
規
制
に
適
合

す
る
よ
う
に
社
員
名
簿
（
＠
）
を
基
準
に
し
て
社
員
割
当
に
よ
る
増

資
が
行
わ
れ
、
「
失
念
持
分
」
が
生
じ
た
、
と
い
う
経
緯
に
鑑
み
る

と
、
X
は
出
資
払
込
金
と
引
換
に
「
失
念
持
分
」
の
引
渡
を
請
求
で

き
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
な
結
論
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
本
件
紛
争
の
本
質
は
、
会
社
支
配
に
直
結
す
る
持
分

帰
属
紛
争
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
判
断
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
の
結
論
は
支
持
し
う

る
も
の
で
あ
る
。

四
　
失
念
株
に
関
し
て
、
名
義
人
株
主
と
名
義
書
換
未
了
株
主
と
の

法
的
関
係
を
説
明
す
る
所
説
と
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
不
当
利
得

説
と
準
事
務
管
理
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
本
件
事
例
は
、
一
見
こ

の
失
念
株
の
構
造
と
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
す
で
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
社
員
名
簿
上
の
名
義
は
真
の
社
員
で
あ
る
X
を
表

示
す
る
名
義
で
あ
り
、
Y
社
も
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る

た
だ
し
、
本
件
増
資
に
あ
た
っ
て
、
Y
社
は
名
義
人
そ
の
者
を
社
員

と
し
て
扱
っ
た
が
、
X
は
こ
の
会
社
と
の
関
係
で
の
取
り
扱
い
に
は

蝦
疵
を
主
張
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
条
件
の
も
と
で
、

Y
社
と
名
義
人
と
の
関
係
が
、
名
義
人
と
真
の
社
員
で
あ
る
X
と
の

関
係
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
結
論
を
導
く
の
に
、
従
来
の
失
念
株
間
題

に
関
す
る
上
記
所
説
を
あ
て
は
め
る
に
し
て
も
、
特
に
次
の
点
に
関

す
る
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
失
念
株
問
題
に
関
す
る
所

説
の
中
で
は
、
名
義
人
株
主
は
新
株
引
受
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
引

き
渡
せ
ば
よ
い
、
と
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ

ま
で
の
裁
判
例
に
お
け
る
よ
う
な
事
例
で
は
、
経
済
的
利
益
の
引
渡

で
の
解
決
が
合
理
的
で
あ
り
現
実
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

同
じ
く
公
開
会
社
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
会
社
支
配
構
成
に
影
響
を

与
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
（
通
例
、
失
念
株
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ

ろ
う
が
）
、
名
義
書
換
未
了
株
主
に
失
念
株
引
渡
請
求
を
認
め
る
余

地
の
な
い
解
釈
を
採
る
べ
き
で
は
な
い
。
本
件
の
よ
う
な
小
規
模
閉

鎖
会
社
（
有
限
会
社
）
の
場
合
に
は
、
名
義
書
換
未
了
株
主
（
社

員
）
は
、
株
金
（
出
資
）
払
込
金
と
引
換
に
失
念
株
（
失
念
持
分
）

の
引
渡
を
請
求
で
き
る
と
解
す
る
の
を
原
則
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
な
お
、
鳥
山
恭
一
「
本
判
決
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
〇
五
号

〔
二
〇
〇
五
年
〕
一
二
六
頁
は
、
不
当
利
得
説
の
立
場
か
ら
公
開
会

社
で
も
閉
鎖
会
社
で
も
原
則
は
同
様
に
解
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
）
。
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